
三浦市

横須賀市

公共用地

葉山町

逗子市

鎌倉市藤沢市茅ヶ崎市平塚市

大磯町二宮町

小田原市

真鶴町
■真鶴町景観計画

■湯河原町景観計画

沿岸景観特別地区 10ｍ

沿岸景観特別地区 10ｍ

高さ制限 15ｍ

高さ制限 18ｍ
自然環境地区 原則建築禁止　

臨海地区 15ｍ

湯河原町

湯河原 真鶴 小田原 二宮 大磯 平塚 茅ヶ崎 藤沢 鎌倉 逗子 葉山 横須賀 三浦

１種・２種中高層住居専用地域 15ｍ（景観計画）

（全て景観計画）

15ｍ（景観計画）

18ｍ（景観計画）

15ｍ（景観計画）

15ｍ（12ｍ） 13ｍ 13ｍ
15ｍ
JR以南でR129～花水川

15ｍ
JR以南でR129～花水川

15ｍ
JR以南でR129～花水川

15ｍ 15ｍ（景観地区）

15ｍ（景観地区）

15ｍ（景観地区）

12ｍ（まちづくり条例）

（まちづくり条例）

（まちづくり条例）

（まちづくり条例）

12ｍ 15ｍ

１種・２種・準住居地域 15ｍ 15ｍ 15ｍ 12ｍ 12ｍ 15ｍ

近隣商業地域 20ｍ 20ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 31ｍ

準工業地域 15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 20ｍ

8ｍ

8ｍ

8ｍ

8ｍ

8ｍ

8ｍ10ｍ

15ｍ
15ｍ

15ｍ

15ｍ

15ｍ

15ｍ
15ｍ

15ｍ

高度地区等による高さ制限

風致地区・第一種低層住居専用地域による高さ制限

臨海地区
15ｍ（容積率200％）

（容積率200％）

（容積率100％）

普通住宅地区
12ｍ

沿岸景観特別地区
10ｍ

１種風致地区

１種低層住居専用地域 １０ｍか１２ｍ（都市計画で決定）

8ｍ 8ｍ 8ｍ 8ｍ

（１種風致内の場所・用途地域等） 調整区域 調整区域

２種風致地区 8ｍ 8ｍ

（２種風致内の場所・用途地域等） 調整区域 第一種低層等

３種風致地区 10ｍ

（３種風致内の場所・用途地域等）
第一種住居地域
近隣商業地域等

４種風致地区 15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ

（４種風致内の場所・用途地域等）
第一種中高層地域
等

第一種住居地域
近隣商業地域等

第一種住居地域
準工業地域等

第一種住居地域
近隣商業地域等

第一種住居地域
第二種住居地域等

第一種住居地域
近隣商業地域等

海岸周辺における
第一種住居地域の高さ制限

15ｍ
12ｍ
普通住宅地区

15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 10ｍ～15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ 15ｍ

第１・２種低層住居専用

第１・２種中高層住居専用

第１・２種・準住居

近隣商業

準工業

商業

工業

工業専用

風致地区※(図中緑数字は高さ制限値)

鎌倉市景観地区

真鶴町景観計画※

湯河原町景観計画※

※該当する各地区のうち、海岸線に近接・隣

　接する部分のみを表示しています。

※景観地区・景観計画・景観条例の区域表示

　は、高度地区による高さ制限がされていな

　い場合について表示しています。

■鎌倉市景観地区

■凡例

■絶対高さ制限の無い場所（市街化調整区域内・都市計画公園内・公共用地を除く）

■絶対高さ制限の
　ある場所
（高度地区による）

高さ制限 15ｍ

■逗子市まちづくり条例

全市域 高さ制限 上表の通り
（景観計画策定中）

普通住宅地区 12ｍ(10ｍ)

▼景観法による制限 ▼景観法による制限 ▼景観法による制限▼市条例による制限

■絶対高さ制限の
　ある場所
（高度地区以外による）
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1．相模湾岸地域における高さ制限　
相模湾岸地域の市街化区域は、下図のように高度地区・景観計画・風致地区等により、ほとんどの場所で１０～２０ｍの高さ制限がある。第一種住居地域（容積200％）については、概ね１５ｍに高さ制限されている。


